
�．合弁企業設立と合弁契約

１．合弁企業設立の根拠
��中外合資経営企業法および同実施条例

合弁企業の組織形態は有限責任公司である。各
当事者は、それぞれが払込みを認めた出資額をも
って合弁企業の債務に対し責任を負い、各当事者
は、その出資額が登録資本中に占める比率に応じ
て、それぞれ利益を享受し、かつ危険及び欠損を
分担する。

２．合弁企業の設立
合弁企業の設立には、４つのプロセスがある。

�設立の申請
ａ．中国側パートナーとの間の初歩的協議
ｂ．中国側パートナーは、企業主管部門に外国側
パートナーとの間の合弁プロジェクト建議書
及び初歩的Ｆ／Ｓを提出、企業主管部門の審
査、同意が得られると、合弁双方が調印した
意向書または協議書を添付して、プロジェク
トの申請を関係機関に対して行う。

�Ｆ／Ｓ報告書の認可
プロジェクト建議書が認可されると、F/S報告書
を作成する。Ｆ／Ｓ報告書の主たる内容は、合弁
企業の概要、合弁事業の必要性、合弁事業の主な
内容としての設立場所、投資総額、登録資本、合
弁期間、経営範囲、製品販売、工場の規模、原材
料の調達方法、外貨バランス、市場予測など合弁
契約の中で取り決められる内容に沿ったかたちで
比較的具体的に記載される。
�契約書及び定款の認可
各パートナーは、協議書、契約書、定款の３つ
の基本文献に調印しなければならない。合弁契約
にどのような条項をもうけるべきかということに
ついて、合弁法実施条例第１４条は、次のように定
めている。
ａ．合弁各当事者の名称、登記国、法定所在地並
びに法定代表の氏名、職務及び国籍

ｂ．合弁企業の名称、法定所在地、目的、経営範
囲及び規模

ｃ．合弁企業の投資総額、登録資本、合弁各当事

者の出資額、出資比率、出資方式、出資の払
込期限並びに出資額の支払い及び譲渡に関す
る規定

ｄ．合弁各当事者の利益分配及び欠損分担の比率
ｅ．合弁企業の董事会の構成、董事定員の配分並
びに総経理、副総経理その他の高級管理者の
職責、権限及び招へい方法

ｆ．採用する主な生産設備、生産技術及びその調
達先

ｇ．原材料の購入及び製品の販売の方式、製品の
中国国内及び中国国外での販売比率

ｈ．外貨資金の収支計画
ｉ．財務、会計及び監査の処理原則
ｊ．労働管理、賃金、福利及び労働保険等の事項
に関する規定

ｋ．合弁企業の期間並びに解散及び清算に係る手
続

ｌ．契約に違反した場合の責任
ｍ．合弁各当事者の紛争を解決する方式及び手続
ｎ．契約書に用いる言語及び契約発効の条件

定款の主たる内容は、実施条例第１６条に規定さ
れている。その内容は、次の通り。
ａ．合弁企業の名称及び法定所在地
ｂ．合弁企業の主旨、経営範囲及び合弁期間
ｃ．合弁双方の名称、登記国、法定所在地、法定
代表の氏名、職務、国籍

ｄ．合弁企業の投資総額、登録資本、合弁双方の
出資額、出資比率、出資額譲渡に関する規定、
利潤分配及び欠損分担の比率

ｅ．董事会の構成、職務権限及び議事規則、董事
の任期、董事長、副董事長の職責

ｆ．管理機構の設置、業務規定、総経理・副総経
理及びその他の高級管理人員の職務権限と任
免手続き

ｇ．財務、会計、会計監査制度の原則
ｈ．解散と清算
ｉ．定款の改正手続き
� 登記
工商行政管理局で登記の手続き。同局の営業許
可証が発行日をもって設立日とする。

対中事業展開の手引き（第５回）
富山県貿易・投資アドバイザー 梶田 幸雄

シリーズ

貿易・投資ガイド

－７－－７－



３．合弁企業の組織機構��董事会
董事会の決議事項には、全会一致によらなけれ
ばならないものと、定款への記載事項として多数
決（過半数または３分の２以上）で可決されるも
のとがある。
�全会一致によらなければならない決議事項
ａ．合弁企業の定款の改正
ｂ．合弁企業の中止、解散
ｃ．合弁企業の登録資本の増額、譲渡
ｄ．合弁企業とその他経済組織との合弁
�多数決により決定される事項
ａ．年度生産計画、販売計画、発展計画の決定
ｂ．年度財務予算、決算、会計報告の承認
ｃ．年度利益処分または損失処理方法の決定
ｄ．会計処理原則及び資金の運用・調達の計画の
方針に関する事項の決定

ｅ．組織・機構の決定及び変更
ｆ．総経理の年度経営報告の審査及び承認
ｇ．従業員の賃金、福利、待遇など労務管理に関
する規定の承認

ｈ．総経理、副総経理及びその他高級管理職の任
免並びに内部又は外部監査役の任免

ｉ．総経理、副総経理及びその他の高級管理職の
給与及び待遇の決定

ｊ．中国国内外での支店、子会社、関係会社、事
務所又は代理機関の設置及び廃止

ｋ．合弁企業の資産の全部又は重要なる一部の譲
渡

ｌ．董事より提出された議案の審議及び決議
ｍ．董事より提出された議案の審議及び決議
ｎ．その他の重要事項の決定

（以上）

〈増加する日系企業向けソフト開発企業〉
大連ソフトパークは９８年６月に着工し、第１期
の３平方キロの約半分が造成を終えている。投資
額は２００１年１０月までで１５億元、総計画面積は７．１６平
方キロで、国内最大のソフトパークである。同ソ
フトパークの建設と運営は、国、省、市各機関の
指導により大連ソフトパーク株式会社が行ってい
る。市内からは１０キロ離れているが、周辺には大
連理工大学、大連海事大学、東北財経大学などが
あり、学術的な環境に恵まれている。賃貸用オフ
ィスは、１、２号館の賃貸料が１平方メートル当
たり１．８元で、２００２年には３号館の建設も予定され
ている。１号館の一区画が５０～６００平方メートル、
２号館が２００～１，０００平方メートルで、小さいものか
ら６割以上埋まっている。
２００１年だけで約４０企業が進出し、２００１年１２月現在、
パーク内への進出企業は８０社、うち日系企業は１２
社である。最近の主な進出企業としては、松下通
信（無線通信用の組み込みソフト）、メタテクノ
（OA機器制御システム）、ノキア（携帯電話用ソ
フト）、現地大手企業では大連中軟軟件有限公司（各
種システム開発）、大連東大士通（ソフトウェア開
発）がある。同パークでは、会社設立手続きを無
料で代行するサービスや技術者採用の支援も行っ
ている。

〈パーク内企業の業務は半分以上が日本向け〉
大連は、国家科学技術部によって２０００年に「ソ
フト産業国際モデル都市」に選ばれている。２００１
年には、国内に５０ヵ所あるソフトパークの中から
「国家ソフト産業基地」に指定されている。２０００
年におけるソフトウエアパーク内進出企業の業務
比率をみると、全体の５２％が日本向けである。ま
た、大連市の日本向ソフトウェア輸出額は２０００年
に前年比５０％超の伸びとなり、ソフトウェア輸出
額全体に占める割合は８５％に達している。
ソフトパークに入居したある日系企業は「現地
に優秀な技術者が多いが、日本向けのソフト開発
は仕様書どおりとはいかない。そのために、新卒
者を採用し、日本語能力を含め、じっくり育てて
いきたい。開発コストは将来的に日本の半分を想
定しているが、通信費用が高く、現在のコストは
日本と同じか、場合によっては日本以上にかかる
のが問題だ」としている。また、ある国内企業は
顧客とのやりとりはほとんどメールで済むが、日
本側は必ず仕様書以上のものを求めてくる。従っ
て、日本向けプロジェクトの責任者には技術、管
理能力、そして日本語能力を兼ね備えた人が絶対
に必要」としている。

（２月２１日付 ジェトロ通商弘報）
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